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図書館の夏休み講座
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南
小
学
校
・
新
木
戸
小
学
校
の

プ
ー
ル
を
市
民
に
開
放
し
ま
す

お問い合わせは、予算は財政課、
その他は総務課 483-1151

　28 年第２回定例市議会が６月６日から６月29日まで行われ、補正予算案など
市長が提出した12 案件を審議し、10 案件が原案どおり可決・同意、２案件が修
正案で可決されました。また、議員提出の議案11案件中４案件が可決されました。
※議員提出の議案の閲覧は、法務課情報公開班へ。

中央図書館 486-2306
◆夏の自由研究お助け講座②「八千代の関東ロー
ム層を調べよう！」　専門の講師に学びます。小
学３年生以上対象（保護者も参加可）。先着 10 組
時７月30日㈯・31日㈰午前10時～正午。１日目／
図書館付近の関東ローム層を探検、土を採取。２
日目／その土を顕微鏡で確認・分類　申電話か直
接同館窓口へ
◆夏の自由研究お助け講座③「図書館新聞を作ろ
う！」　ちいき新聞の講師から、取材の仕方・原
稿の書き方などを教わります。小学３年生以上対
象（保護者も参加可）。先着８組　時８月６日㈯午
前 10 時～正午　申電話か直接同館窓口へ
◆夏の自由研究お助け講座④「総合百科事典ポプ
ラディアを使いこなす！」　ポプラディア元編集
長が教える百科事典の使い方。調べ学習にとても
役立ちます。小学３年生以上対象（保護者の同伴が
必要）。先着15 組　 時８月７日㈰午前10時～正
午  申電話か直接同館窓口へ
大和田図書館 482-3240
◆夏休み！こども映画会　子ども向けの映画を上
映します。幼児～小学生対象、先着30人　時７月
20 日㈬午後２時～３時　申当日直接同館へ
◆夏のこわいおはなし会　こわい話や不思議な話
の読み聞かせをします。小学生対象、先着30人　
時８月２日㈫午前10時～11時　申当日直接同館へ
八千代台図書館 482-0912　
◆図書館クイズ　クイズに答えてくれた人にはプ
レゼントがあります。幼児～小学生対象　時７月 
21 日㈭～８月 30 日㈫　申当日直接同館へ
◆おりがみで遊ぼう！　動かして遊べる作品を折
り紙で作ります。小学生対象、先着10人　時７月 
26日㈫午前10時～11時　申午前９時から電話また
は直接同館窓口へ
◆こわい話のおはなし会　こわい話や絵本の読み
聞かせをします。小学生対象  時８月５日㈮午前
10 時 30 分～ 11 時　申当日直接同館へ
勝田台図書館 484-4946
◆本や図書館に関するクイズ　クイズに答えてく
れた人にはプレゼントがあります。小学生対象
時７月15日㈮～８月14日㈰　申当日直接同館へ
◆夏休み子ども映画会　子ども向けの映画を上映
します。幼児～小学生対象。先着30人　時７月26 
日㈫午後３時～４時　申当日直接同館へ
◆こわ～い話のおはなし会　こわい話や不思議な
話の読み聞かせなどをします。小学３年生以上対
象。先着30人　時８月４日㈭午前10時30分～11時 
30 分　申当日直接同館へ

第２回定例市議会の結果

28年度補正予算案など12案件を可決

■八千代市税条例等の一部を改正する条例の制
定について
　地方税法の一部改正に伴い、法人市民税法人
税割の税率の引き下げ及び個人市民税、法人市
民税に係る延滞金の計算期間の見直しを行う等
のため、条例を改正。
■八千代市手数料条例の一部を改正する条例の
制定について
　建築物のエネルギー消費性能の向上に関す
る法律の施行に伴い、建築物エネルギー消費性
能向上計画認定申請手数料等の額を定めるた
め、条例を改正。
■八千代市都市公園条例の一部を改正する条例
の制定について【修正可決】
　都市公園の管理を指定管理者に行わせる等の
ため、条例を提出。多目的広場夜間照明施設に
関わる規定を残し、都市公園（11か所）の管理を
指定管理者に行わせるための改正規定を削除す
る議会修正案を可決。
■八千代市立図書館設置条例の一部を改正する
条例の制定について
　勝田台図書館の管理を指定管理者に行わせる
ため、条例を改正。

■字の区域及び名称の変更について
　西八千代北部特定土地区画整理事業の換地処
分に伴い、字の区域及び名称を変更。
■字の区域及び名称の変更について
　西八千代北部特定土地区画整理事業の換地処
分に伴い、隣接する一部区域について字の区域
及び名称を変更。
■路線の認定について　
　開発行為により築造された道路を市道路線と
して認定。
■松戸市ほか９市消防指令事務協議会規約の制
定に関する協議について
　28年８月１日から松戸市ほか９市消防指令事
務協議会規約を制定すること及び松戸市ほか９
市消防指令事務協議会を設置することについて、
地方自治法第252条の２の２第１項の規定によ
り、関係地方公共団体と協議するに当たっての
議決。
■固定資産評価審査委員会委員の選任について
　28年７月９日付けで任期満了となる木下孝雄
氏が、引き続き固定資産評価審査委員会委員に
再任。
■契約の締結について（八千代市立村上中学校
屋内運動場天井等改修（建築）工事）
　周郷建設株式会社と２億1,384万円で契約を
締結。
■契約の締結について（八千代市立東高津中学
校屋内運動場天井等改修（建築）工事）
　大成産業株式会社と１億7,604万円で契約を
締結。

■ 28 年度八千代市一般会計補正予算（第１号）
【修正可決】
　歳入歳出それぞれ6,618万 3,000円を減額し、
総額560億1,481万7,000円とする補正予算案を
提出。新川千本桜の管理に関する予算の補正を
組み替える等の修正案の可決により、歳入歳出
それぞれ6,718万3,000円を減額し、総額560億
1,381万7,000円となりました。
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昨
年
度
策
定
し
た
八
千
代
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
に
つ
い

て
、
効
果
検
証
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確
認
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　
▼
資
格　
市
内
在
住
の
成
人
で
、
任
期
中
に
２
回
開
催
す
る
平
日
昼
間
の
会

議
に
出
席
で
き
る
人
。
本
市
の
審
議
会
等
の
委
員
を
５
つ
以
上
兼
ね
て
い
な
い

人　
▼
募
集
人
数　
２
人　
▼
報
酬　
会
議
１
回
に
つ
き
７
０
０
０
円　
▼
任

期　
28
年
８
月
か
ら
２
年
間　
▼
選
考
方
法　
書
類
選
考　
▼
応
募
方
法　
住

所
・
氏
名
（
フ
リ
ガ
ナ
）・
電
話
番
号
・
年
齢
・
性
別
・
主
な
職
歴
を
明
記
し
、

八
千
代
市
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
、
八
千
代
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略

を
読
ん
で
、「
人
口
20
万
都
市
に
向
け
て
、
八
千
代
市
に
必
要
な
こ
と
」
を
テ

ー
マ
に
し
た
８
０
０
字
程
度
の
作
文
（
Ａ
４
版
、
様
式
自
由
）
を
添
付
し
、
〒

２
７
６

－

８
５
０
１
市
役
所
総
合
企
画
課
へ
持
参
、郵
送
ま
た
は
市
H
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
P
「
市

民
委
員
の
公
募
」
か
ら
提
出
。
８
月
15
日
㈪
必
着
。
書
類
は
非
公
開
で
返
却
し
ま

せ
ん　
▼
お
問
い
合
わ
せ　
総
合
企
画
課
（
４
８
３
）１
１
５
１

　
市
で
は
、
障
害
の
あ
る
な
し
に
関
わ
ら
ず
地
域
で
一
人
ひ
と
り
尊
重
し
あ
い

な
が
ら
「
住
み
慣
れ
た
地
域
で
共
に
く
ら
し
、
共
に
参
加
す
る
」
こ
と
を
目
指

し
て
い
ま
す
。
障
害
を
理
由
と
し
た
差
別
を
な
く
す
た
め
の
取
り
組
み
の
参
考

と
す
る
た
め
、
障
害
者
差
別
や
障
害
者
に
対
し
て
の
配
慮
に
関
す
る
具
体
的
な

事
例
を
募
集
し
ま
す
。

　
▼
内
容　
障
害
を
理
由
と
し
た
差
別
な
ど
の
事
例
、障
害
者
へ
の
配
慮
の
例
、

配
慮
や
工
夫
の
提
案　
▼
対
象　
市
内
在
住
・
在
勤
・
通
学
、
障
害
者
支
援
施

設
に
通
所
し
て
い
る
人
ま
た
は
そ
の
家
族　
▼
応
募
方
法　
障
害
者
支
援
課
、

支
所
・
連
絡
所
、
市
内
の
一
部
障
害
者
支
援
施
設
に
設
置
し
て
い
る
ア
ン
ケ
ー

ト
用
紙
に
記
入
し
、
〒
２
７
６

－

８
５
０
１
市
役
所
障
害
者
支
援
課
（
４
８

３
）
２
６
６
５
へ
郵
送
、
持
参
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
で
提
出
。
支
所
・
連
絡
所
も
提

出
可
。
７
月
29
日
㈮
必
着
。
市
Ｈ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

Ｐ
か
ら
も
回
答
で
き
ま
す（
障
害
者
支
援
課
）

　
市
内
在
住
ま
た
は
在
勤
、
在
学
の
人
を
対
象
に
小
学
校
の

プ
ー
ル
を
開
放
し
ま
す
。

　
▼
開
放
場
所
／
日
程　
勝
田
台
南
小
学
校
プ
ー
ル
／
７
月
21

日
㈭
〜
８
月
５
日
㈮
、
新
木
戸
小
学
校
プ
ー
ル
／
８
月
８
日
㈪
〜
24
日
㈬
（
い
ず

れ
も
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）　
▼
開
放
時
間　
⑴
午
前
９
時
10
分
〜
正

午
（
受
け
付
け
は
９
時
か
ら
。
10
時
と
11
時
か
ら
10
分
間
休
憩
）
⑵
午
後
１
時

10
分
〜
４
時
（
受
け
付
け
は
１
時
か
ら
。
２
時
と
３
時
か
ら
10
分
間
休
憩
）　

▼
利
用
条
件　
原
則
と
し
て
１
日
１
回
で
定
員
は
各
回
90
人
（
１
日
２
部
制
で

１
回
ご
と
に
入
れ
替
え
）。
小
・
中
学
生
は
、
利
用
時
に
保
護
者
の
同
意
書
が
必
要

で
す
。
様
式
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
幼
児
は
、

条例案 その他

予算案


